
柏市消費者教育推進計画（平成 30 年度～平成 34 年度）
さぁ，踏み出そう!「消費者市民社会」へ 柏市消費生活センター
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１ 計画策定の趣旨はじめに（計画の基本的な考え方）
◎なぜ計画が必要なのか（背景や消費者教育とは）
●少子高齢化，高度情報化，グローバル化の進展等や，消費生活と経済社会との関わりが多様

化・複雑化したことにより，子どもから高齢者までのあらゆる世代で誰もが消費者トラブル

に巻き込まれる恐れがあります。

⇒ 市民が消費生活に関する正しい知識と的確な判断力を身に付け，実際の生活
の中に活かしていくことが今まで以上に必要となっています。

●平成 24 年 12 月「消費者教育の推進に関する法律（以下「推進法」という）」が施行
（＊消費者教育を総合的・一体的に推進し，消費者の自立支援を目的としています。）

○「消費者市民社会」が定義されました。

＊消費者市民社会とは，消費者一人ひとりが社会の一員としての自覚を持ち，よりよい

社会を実現するために，自分の消費行動について考え，商品やサービスを適切に選択で

き，自分のことだけでなく，社会全体のことや，未来の地球のこと（限りある資源を守

り，生態系を維持すること等）まで考えて行動する社会のことです。

○「消費者教育推進計画」を定めることは地方公共団体の努力義務となっています。

◎ 計画の目標 消費者市民社会の実現

「賢い消費者となって消費者被害を未然に防ぐ」とともに，「消費者の行動が及ぼす
影響力を理解して，自ら学び，考え，行動できる，自立した市民づくり・地域づくり」
を目標とします。

◎ 計画の対象期間 平成 30 年度から平成 34 年度 (2022 年度 )までの５年間

◎ 計画の位置付けは，推進法に規定されたもの

本計画は，推進法第１０条第２項に規定された「市町村

消費者教育推進計画」として策定するものです。

策定に当たっては，国の基本方針及び「千葉県消費者

教育推進計画」を踏まえるとともに，本市の上位計画

「柏市第五次総合計画」及び関連計画との整合を図 っています。

２ 消費者を取り巻く現状と課題

◎柏市における消費生活相談の状況

● 多く寄せられる相談（どの年代もデジタルコンテンツの相談が第１位）

平成 28 年度では，携帯電話，パソコン

等からインターネットから得られる情報で

ある「デジタルコンテンツ」に関わる相談

が，全ての年代で多くなっています。

● 千葉県内や全国中核市との比較（県内３位，中核市８位と高水準）

○平成 28 年度の本市の消費生活相談件数は，3,270 件で，千葉県内 37 市中，上位第３位
の水準となっています。

○平成 27 年度人口千人当たりの相談件数は，約 8.４件で，全国中核市 48 市中，上位第８位
の水準となっています。

◎消費者教育の現状と課題（有効な情報提供のあり方が重要課題）
●消費者教育の現状を把握するためのアンケート（市民，学校教職員，事業所）を実

施した結果，「有効な情報提供のあり方」が重要課題として挙げられました。今後の対応策
として，消費生活センター及び国民生活センター等に集約
された情報の収集，分析を行い，有効な情報を迅速に
市民・地域へ発信することを強化したいと考えます。
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概要縮小版

●消費生活相談件数の推移

→直近 5 年間の相談件数は，

年間 3,000 件 程度で横ばい）

●契約当事者の年代別消費生活相談件

数の推移

→平成 27 年度以降は，70 歳以上が最も

大きな割合を占め，次いで 60 歳代。

【デジタルコンテンツの相談例】
・「利用した覚えのないサイト利用料を請求するメール

が届いた」等の「架空請求」

・「無料だと思い閲覧したら，突然“有料会員登録完

了”となり，高額料金を請求 された」等の不当請求

と思われる「アダルト情報サイト」に関する相談 。
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推進体制（連携の形）

３ 消費者教育の基本的な方向性（重点目標）
◎基本的な方向性（今後，目指すべき方向性（三つの重点目標））

消費者市民社会の実現に向けて

・学校教育等における消費者教育の推進

・地域・家庭における消費者教育の推進

・職域における消費者教育の推進

・地域人材（消費生活コーディネーター等）の育成 ・活動支援

・消費生活相談員及び消費者教育相談 員の育成

・学校教職員への動機付け及び実践への支援

・消費者教育の効果的な情報発信機能の強化

・関係部署との連携

・地域との連携

・消費者団体との連携

・事業者等との連携

◎目標年までの数値目標（成果指標）
本計画を推進する効果指標（計画策定４年目（平成33年度（2021年度））にアンケート調査

を行い，その数値を測ります。）

１ 消費生活センターの業務内容を知っている割合

現状４２．２％⇒６５％（市民アンケート）

２ 学校で消費者教育を行っていく上で問題がないと答える割合

現状３１．６％⇒５０％（学校教職員アンケート）

３ 事業所で消費者問題に関する啓発 （消費者教育）を行っている割合

現状２３％⇒３５％（事業所アンケート）

４ 今後の消費者教育の計画的な推進
◎消費生活センターの消費者教育推進機能の強化
●消費生活センターを「消費者教育の拠点」として位置づけ，相談業務だけでなく，市民に身

近な地域や学校等にこれらの情報を提供し，市民一人ひとりが自立した消費者になることを

目指すととも

に，地域の消費

者として学び合

い，ともに支え

あう地域づくり

を推進します。

◎柏市版消費者教育の体系イメージマップ（重点目標達成に向けた施策体系図）

１ ライフステージや場に応じた体系的な消費者教育の推進

２ 消費者教育を担う人材の育成・効果的な情報発信機能の強化

３ 多様な主体（行政・警察・地域団体・消費者団体・事業者等）との連携

柏市消費生活センター

マスコット

マナブ—


